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　愛　知　県　知　事　殿
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開設
届出事項の変更
休止
廃止


　今般、診療施設の　　　　　　　　　　について、獣医療法第3条の規定により


10日以内に届け出なければならないところ、失念により遅くなりました。

　今後はこのようなことがないよう注意し獣医療法を遵守しますのでよろしくお取り

計らいください。





